
第二四回

参第五号

　　　租税特別措置法の一部を改正する法律（案）

　租税特別措置法（昭和二十一年法律第十五号）の一部を次のように改正する。

　第七条の六第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一

号を加える。

　九　第六号に規定する加工を行う者の委託を受けて行う当該加工に係る物品の
な

捺染加工
　第七条の六第三項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

　四　第一項第六号に規定する加工を行う者が当該加工を行つた場合において、当該取引

に係る物品についての
な

捺染加工が他の者に委託されたものであるときは、当該取引に
よる収入金額からその委託によりその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額

　第七条の六第四項中「第九号又は第十号」を「第十号又は第十一号」に改め、同条第五

項及び第六項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第七項中「又は輸出業者」を「輸出

業者」に、「整理加工をなした場合」を「整理加工をなし、又は輸出業者の委託を受けて

物品の加工を行う者の委託を受けて当該加工に係る物品について
な

捺染加工をなした場合」
に、「第八号」を「第九号」に改める。

　第七条の七第三項及び第四項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第五項中「又は輸

出業者」を「輸出業者」に、「整理加工をなした場合」を「整理加工をなし、又は輸出業

者の委託を受けて物品の加工を行う者の委託を受けて当該加工に係る物品について
な

捺染加
工をなした場合」に、「第八号」を「第九号」に改める。

　　　附　則

ｌ　この法律は、公布の日から施行する。

２　この法律施行前に行われた改正後の租税特別措置法第七条の六第一項第九号に掲げる

取引については、なお従前の例による。



　　　　　理　由

　輸出所得の特別控除制度の運用状況にかんがみ、その制度を合理化するため、輸出業者

の委託を受けて物品の加工を行う第一次加工業者の委託を受けて行う第二次
な

捺染加工を新
たに適用取引の範囲に加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


